
聴覚や言語機能等に障害があり、
音声による110番通報が困難な
方が、スマートフォン等を利用し
て、文字や画像で警察に通報でき
るシステムの運用が始まりまし
た。

利用対象者
聴覚や言語機能に障害のある方
など、音声による110番通報が困
難な方。

利用方法
スマートフォンに専用アプリを
ダウンロードし、氏名、電話番号
およびパスワードを事前に登録
することで利用が可能です。
※パスワードは、実際に通報する
時に使用します。

＜スマートフォンの場合＞
iPhoneの方はAppStoreから、
Androidの方はGooglePlayで、
「110番アプリ」を検索して、ダウ
ンロードし、事前登録を行ってく
ださい。
＜フィーチャーフォンの場合＞
ご使用の携帯電話から
「https://mobile110.npa.go.jp」
にアクセス、または下記QRコー
ドを読み取り、事前登録を行って
ください。
※http接続も可能です。

高額医療・高額介護合算療養費制度では、世帯内の同一の医療保険の加入者の

方について、1年間（毎年8月1日～翌年7月31日）に『医療保険』と『介護保険』の

両方に自己負担があり、その合計が自己負担限度額（年額）を超えた場合、申請に

よって限度額を超えた金額が支給されます。

申請に際しては、被保険者証（国民健康保険又は後期高齢者医療と介護保険の

両方）、申請者の印鑑、振込口座の分かるもの（被保険者本人以外の口座への振込

みは委任状が必要となります）をご持参ください。

なお、年齢到達・転居等により医療・介護の保険者が変更となった場合、前保険

者の発行した自己負担額証明書が必要となる場合があります。

医療費通知は、被保険者の皆様に健康に対する理解を深めてい
ただくために、医療機関の名称や通院（入院）日数、医療費総額や
自己負担相当額などが記載されており、重複受診の抑制など医療
保険の健全な運営を図ることを目的として発送しています。

令和2年2月発送の医療費通知には、データ処理時期の都合

上、令和元年11月以降の診療分は記載されませんので、確定申

告等でご使用の場合、11、12月分の医療費については領収書等

をご確認ください。また、保険対象外の診療分、医療機関からの

請求遅れなどの理由により一部記載されない場合があります。

※医療費通知の再発行はいたしかねますので、領収書と一緒に

大切に保管してください

被保険者が亡くなったときには、葬祭を行った
方からの申請により葬祭費を支給していますの
で、市担当窓口へ申請をしてください。
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎるまで
に請求がなければ、時効となり支給できなくな
りますのでご注意ください

○申請に必要なもの
•葬祭を行った方の氏名を確認できる書類
（会葬礼状、火葬許可証など）
•葬祭を行った方の印鑑
•葬祭を行った方の預金通帳など口座番号と
名義の確認ができるもの
※葬祭を行った方以外の申請・受領の場合に
は委任状が必要です

平成24年10月1日から施行されている『障害者虐待防止法（「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対
する支援等に関する法律」）』は、障害者の権利や尊厳が虐待によって脅かされることを防ぐ法律です。
虐待に気づいた人は、障害者虐待防止センターへの通報義務があります。
地域ぐるみでの対応や支援が、虐待されている障害者やその家族などが抱える課題の早期解決につなが

ります。

身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他、心身の機能障害により日常生活や社会生活が困難で援助が
必要な人（※障害者手帳を持っていない人、18歳未満の障害児も含みます）

課税所得690万円以上の方

課税所得380万円以上690万円未満の方

課税所得145万円以上380万円未満の方

自己負担割合「1割」で、区分Ⅰ、区分Ⅱの
いずれにも該当しない方

同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分
Ⅰに該当しない方

同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯
全員が所得0円、または老齢福祉年金受
給者の方(年金の所得は、控除額を80万
円として計算)

『110番
アプリシステム』の

運用開始

高額医療・高額介護合算療養費制度について後期高齢者医療制度における
葬祭費について

後期高齢者医療制度に係る医療費通知
（医療費のお知らせ）について【2月発送】

『障害者虐待防止法』を知っていますか？

■後期高齢者医療制度加入者および国民健康保険加入者（年齢が70歳以上75歳
　未満）の場合

所得区分

現
役
並
み

現役Ⅲ

現役Ⅱ

現役Ⅰ

対象者（住民税課税所得）
自己負担限度額（年額）
1年間に要した医療費
と介護費の合計

一　般

区分Ⅱ

区分Ⅰ

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

901万円超

600万円超～ 901万円以下

210万円超～ 600万円以下

210万円以下

住民税非課税世帯

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

【問】国保・健康課　☎（0879）26-9907　　長寿介護課　☎（0879）26-9904

香川県後期高齢者医療広域連合事務局　☎（087）811-1866

所得区分
(基礎控除後の総所得)

自己負担限度額（年額）
1年間に要した医療費と

介護費の合計

■国民健康保険加入者（年齢が70歳未満）の場合

【問】香川県警察本部生活安全部
　　通信指令課
　　☎（087）833-0110

【問】香川県後期高齢者医療広域連合事務局
☎（087）811-1866

【問】国保・健康課  ☎（0879）26-9907
香川県後期高齢者医療広域連合事務局
　　　　　　　  ☎（087）811-1866

【問】さぬき市障害者虐待防止センター（障害福祉課内）　☎（0879）26-9903

①養護者によるもの
障害者の身辺の生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族、同居人などによる場合。

②障害者福祉施設従事者等によるもの
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員などによる場合。

③使用者によるもの
障害者を雇用している事業主などによる場合。

「もしかして、虐待かも？」そう思ったら、まずはご相談ください。
※休日や夜間も対応できる体制を確保しています。通報者の秘密は守られます。

身体的虐待
性 的 虐 待
心理的虐待
ネグレクト

経済的虐待

対象となる者

障害者虐待の種類

どのようなことが虐待になるの？

【例】殴る・蹴る、やけどさせる、身体拘束、部屋に閉じ込めるなど
【例】性的行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せるなど
【例】怒鳴る、仲間外れにする、子ども扱いする、無視するなど
【例】十分な食事や水分を与えない、排泄介助をしない、部屋の掃除をしない、必要な医療や福祉

サービスを受けさせないなど
【例】年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預金などを処分する、日常生活に必要な金銭を渡さ

ないなど
※自己負担額から限度額を差し引いた額が501円以上の場合に限り支給されます
※対象と見込まれる方には、申請書を令和2年2月末頃発送予定です（申請時効2年）
※令和元年8月診療分以降は来年度の申請になります
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